
川崎市上下水道局公共工事の前払金事務取扱要綱 

（平成１２年１２月６日１２川水総契第８７号）  

（趣旨） 

第１条 川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程（昭和３８年川崎市

水道局規程第１４号。以下「規程」という。）に基づく前払金事務の取扱い

については、法令その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。 

（材料を支給する工事における前払金） 

第２条 規程において準用する川崎市公共工事の前払金に関する規則（昭和３

８年川崎市規則第４０号。以下「前払金に関する規則」という。）第２条第

１項又は第２項に規定する工事のうち当該工事の請負人に対して工事材料

を支給するものに係る前払金は、当該工事の請負金額に支給する工事材料（

以下「支給材」という。）の額を加え、同条第１項又は第２項に定める割合

を乗じて得た額から支給材の額を差し引いた額の範囲内で支払うものとす

る。 

（前払金の適用除外） 

第３条 前払金は、漏水修理工事、配水管維持工事、給水装置に係る土木工事

、水道メーター取替工事、配水管布設工事等に伴う測量委託その他の単価契

約によるものについては適用しない。 

（前払金の使途制限） 

第４条 前払金は、次に掲げる経費以外の支払に充ててはならない。 

 (１) 土木建築に関する工事（次号及び第４号に掲げるものを除く。）におい

て、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工

事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、

修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工



に要する費用に相当する額として必要な経費 

 (２) 土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は当該調査

の材料費、労務費、外注費、機械購入費（当該設計又は当該調査において

償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に

相当する額として必要な経費 

 (３) 測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料

、機械購入費（当該測量において償却される割合に相当する額に限る。）

、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として

必要な経費 

(４) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造にお

いて、当該製造に必要な経費 

（前払対象工事の明示) 

第５条 前払金の対象工事については、前払金の支払を請求することができる

旨を指名通知書その他の書類に記載する。 

（前払金の支払時期) 

第６条 前払金は、支払の請求を受けた日から１５日以内に支払わなければな

らない。 

（前払金の額の端数計算) 

第７条 前払金の額を算定する場合において、１０，０００円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てる。 

（保証契約の保証期限） 

第８条 前払金に関する規則第３条に規定する保証契約の保証期限は、当該工

事の完成の時期とする。 

（保証契約の変更) 

第９条 前払金に関する規則第５条第１項の規定により前払金の追加払を受け



ようとする者又は前払金を返還する者は、前払金に関する規則第３条の規定

により締結した保証契約の変更をするものとし、変更後の保証契約証書を本

市に寄託しなければならない。 

２ 前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、当該工事の請

負人は前払金に関する規則第３条に規定する保証事業会社に対してその旨を

直ちに通知するものとする。 

（前金払をした工事についての部分払の限度額） 

第１０条 前払金をした工事について部分払をする場合の部分払金の額は、次

の式により算定する。 

部分払金の額≦｛既済部分額×（９／１０）｝ 

－｛前払金額×（９／１０） 

×（既済部分額／請負金額）｝ 

（継続費又は債務負担行為に係る前金払の特則） 

第１１条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金については、当該工事

の請負人は、前払金に関する規則第３条に規定する保証契約（保証期限を当

該工事の完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年

度末）とするもの）を締結し、当該保証契約証書を本市に寄託して、当該会

計年度の出来高予定額（前会計年度末における工事の既済部分等に相応する

請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当

該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額とする。

以下同じ。）の前払金の支払を請求することができる。 

２ 継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金の支払をした後において、設

計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更後の当該会計年度の出

来高予定額が当初の当該会計年度の出来高予定額の２割以上増減したとき

は、その増減した額に既に支払った前払金の当初の当該会計年度の出来高予



定額に対する率（以下「出来高予定額に対する前金払率」という。）を乗じ

て得た額を追加払し、又は返還させることができる。 

３ 前項の場合において、変更後の当該会計年度の出来高予定額が１，０００

，０００円に満たないものとなったときは、既に支払った前払金のうちから

当初の当該会計年度の出来高予定額と変更後の当該会計年度の出来高予定

額との差額に、出来高予定額に対する前金払率を乗じて得た額を返還させる

ものとし、その残額については前払したものとみなす。 

４ 前２項に規定する当該会計年度の出来高予定額が増減した場合において、

当該工事の請負人が前払金の追加払を受けようとするとき又は返還すると

きは、第９条及び本条第１項の規定を準用する。 

５ 継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金については、契約会計年度に

ついて前払金を支払わないこと及び契約会計年度に翌会計年度分の前払金

を含めて支払うことができる。 

６ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、当該工事の請負人は、契約を締結

した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度において、

予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできな

い。 

７ 継続費又は債務負担行為に係る契約において、当該工事の請負人は、全会

計年度末における工事の既済部分等に相応する請負代金相当額が前会計年

度末までの出来高予定額に達しない場合は、当該請負代金相当額が前会計年

度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求す

ることができない。 

８ 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負

代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、その額が当

該出来高予定額に達するまでの前払金の保証期限を延長する。この場合にお



いて、第９条第２項の規定を準用する。 

９ 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前払金の支払を受けている

場合の部分払金の額については、前条の規定にかかわらず、次の式により算

定する。 

部分払金の額≦請負代金相当額×９／１０－（前会計年度までの 

支払金額＋当該会計年度の部分払金額）－｛請負 

代金相当額－（前年度までの出来高予定額＋出来 

高超過額）｝×当該会計年度前払金額／当該会計 

年度の出来高予定額 

附 則 

この要綱は、平成１３年１月１日から施行する。 

附 則（平成１５年８月２７日１５川水総契第７４号） 

この改正要綱は、平成１５年９月１１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日２１川水総契第１１７６号） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月３０日２２川上総契第２０４号） 

この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年８月２６日２８川上総管第１１４４号） 

この要綱は、平成２８年９月１日から施行する。 

 


